
Ⅱ-4-③ 助言・指導文書等を利用した自治体外への周知・啓発事例集 

〇 空き家の管理に関するアンケートの送付時にパンフレット等を同封している例 

自治体名 新潟県 魚沼市 

取組概要 

平成 27 年に実施した空き家の実態調査において把握した空き家所有者等 268 人に対して、28

年に空き家の管理に関する意向アンケートを実施しており、その際、空き家の適正管理の促進を

図るパンフレットを同封している。当該パンフレットは、民間事業者と連携し作成しており、空

き家を適正に管理するためのセルフチェックシート、空き家を放置した場合の危険性、空き家バ

ンクの説明、空き家バンク登録のイメージ図等を記載している。

なお、当該パンフレットは、市役所各庁舎や社会福祉協議会窓口に設置しているほか、希望者

に配布している。 
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自治体名 山口県 山陽小野田市 

取組概要 

空き家の実態調査において、空き家である可能性が高い住宅の所有者等に対し、空き家の意向

調査票を送付。 

災害時においては、安全のために空き家の対処が必要だが、所有者等や管理者と連絡がとれず、

意向確認ができないため、今後に備え、意向調査を実施するもの。 

意向調査票には、空き家の所在地、所有者等氏名、緊急連絡先(住所、氏名、電話番号等)の記

載欄があり、緊急連絡先の氏名、電話番号については、不動産業者や自治会長等に対し外部提供

を行ってもよいか、同意確認を行っている。 

また、空き家の利活用について、適正管理をしているか、利活用の予定があるかどうか、チェ

ック欄があり、利活用の予定がある場合は、賃貸か売却か解体か、今現在の状況について記載で

きるようになっている。 

(表面) 

(裏面) 
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自治体名 福岡県 岡垣町 

取組概要 

空き家の実態調査により把握した 391件の空き家のうち、空き家所有者等の住所が把握できた

281 件の空き家に対し、平成 29年に対策計画策定を目的としたアンケート調査を実施しており、

その際、空き家バンク制度に関するパンフレットを同封している。 

また、その後、アンケートの回答者に対し、空き家バンク制度や固定資産税の減免制度に関す

る情報提供を文書で実施しており、空き家バンク制度に関しては、空き家バンクへの物件登録の

ための申請書類を同封している。 

（アンケート用紙 5枚）
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〇 特定空家等の所有者等に通知する文書にチラシ等を同封している例 

自治体名 北海道 函館市 

取組概要 

助言の文書送付時や平成 29 年度に実施した

空き家所有者等を対象とした意向調査（28 年

度の実態調査で空き家であることを把握した

866 戸の所有者等を対象）の送付時、市が実施

している空き家に関する改修費補助制度（子育

て世帯が自ら所有している空き家を改修して

居住する場合、改修費の一部を補助）、解体補

助制度（倒壊や建築部材が飛散するおそれのあ

る危険な空き家の解体費補助）について記載し

たチラシを同封している。 

（↑アンケート回答者への情報提供） 
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自治体名 千葉県 香取市 

取組概要 

平成 28 年度から、特定空家等の所有者等に対して通知する文書に空き家の適正管理の促進を

図るチラシを同封している。当該チラシには、空き家を放置した場合のデメリット（不審者に侵

入される、動物がすみつく、相続が発生し責任の押し付け合い等権利者間の争い、樹枝が越境し

隣家や通行に支障を及ぼす等）をイラスト付きで記載しているほか、空き家の適正管理は所有者

等の責務であること、事故が発生した場合に損害賠償責任を問われる可能性があること等を記載

している。 

同市は、空き家所有者等による改善を促す際に、所有者等に賠償責任や緊急安全措置後の費用

請求等の金銭的負担が発生する場合があることを説明すると、改善に応じることが多々あるとし

ている。 
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自治体名 東京都 品川区 

取組概要 

平成 28 年１月末に空き家所有者等 984 人に対して、空き家の適正管理の促進を図るパンフレ

ットを送付している。 

当該パンフレットには、空き家等の管理は所有者等の責任であること、品川区空き家等の適正

管理等に関する条例において管理不全状態とみなされる状態の空き家のイメージ図、相談を受け

た際の対応内容 (改修工事を実施予定であれば、補助事業の内容を紹介する等)等を記載してお

り、送付後、約 1 週間で、22 件の連絡があり、貸し出し等 14 件、除却４件につながっている。

なお、当該パンフレットは、上記のほか、町会長会議での紹介・説明、町会への回覧等の際に利

用している。 
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自治体名 広島県 江田島市 

取組概要 

市民から通報があった危険な空き家について、平成 20年度から所有者等に対して「安全対策措

置通知」を送付しており、その際、売却・解体等の予定等を記載する回答書を同封し、返送する

よう依頼するとともに、所有者等の損害賠償責任等に関する資料を同封し、空き家の適正管理を

促している。 

当該資料は、公益社団法人日本住宅総合センターのホームページから引用したもので、空き家

の状態で外部不経済が発生した場合の損害額の試算、空き家を取り扱った判例等について記載し

ている。 
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〇 相談が寄せられた空き家の所有者等に文書を送付する際、空き家の写真を同封している例 

自治体名 岐阜県 恵那市 

取組概要 

住民から空き家の相談・苦情があった場合、現地を確認し、①危険で修繕等が必要と判断した

空き家、②立木・雑草等が繁茂しているものの利活用可能な空き家に区分し、固定資産税情報等

により所有者等の特定を行い、適正管理の促進を図る文書（適切な管理と行わない場合には、固

定資産材の減免措置が解除される可能性があること、相談・苦情が寄せられた雑草等の繁茂への

対応の依頼、空き家バンク制度の案内等について記載）とともに、現地写真を送付している。 

自治体名 大阪府 岬町 

取組概要 

町民から苦情のあった

空き家の所有者等に対

し、空き家の適正管理を

求める文書を送付してお

り、空き家所有者等に空

き家の状態を把握しても

らい、町に連絡してもら

うことにより、空き家所

有者等との連絡手段を持

つため、現地写真を同封

している。 

その結果、4戸の空き家

については、空き家所有

者等による自主的な修繕

や除却が行われている。 

町では、当該文書を受

け取った町外に居住して

いる空き家所有者等から

は、「何年も町に帰ってい

なかったため、これほど

ひどい状況になっている

ことや近隣に迷惑をかけ

ているとは知らなかっ

た」という反応が多く、所

有者等が認識している状

況と、実際の状況にかい

離がみられたとしてい

る。 
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